
※Q１の回答は担当者の個人情報であるため省略
Q5

Q４でその他を選択した場合には、回答をお願いします。

防災・危機
管理部局職
員総数
（人）

うち女性人
数（人）

はい いいえ Q3で「いい
え」と回答
（取組をし
ていない）

「災害対応
力を強化す
る女性の視
点～男女共
同参画の視
点からの防
災・復興ガ
イドライン
～」を教材
として活用
した。

「災害対応
力を強化す
る女性の視
点」実践的
学習プログ
ラム（令和
３年５月）
を教材とし
て活用し
た。

研修・訓練
の企画から
実施まで、
男女共同参
画担当部局
と防災・危
機管理担当
部局が連携
して取り組
んだ。

男女共同参
画部局また
は男女共同
参画セン
ターの職員
が講師を務
めた。

男女共同参
画部局、防
災・危機管
理担当部局
以外の、災
害対応を行
う部局（福
祉・教育・
保健担当
等）の職員
が参加し
た。

新人研修や
管理職研修
等の中で
「男女共同
参画の視点
からの防
災」のテー
マを内容に
含めた。

都道府県が
実施する研
修に職員が
参加した。

その他

茨城県 水戸市 13 1 〇 〇
茨城県 日立市 7 1 〇 〇
茨城県 土浦市 7 2 〇 〇
茨城県 古河市 8 1 〇 〇
茨城県 石岡市 5 0 〇 〇
茨城県 結城市 6 0 〇 〇
茨城県 龍ケ崎市 4 1 〇 〇
茨城県 下妻市 11 1 〇 〇
茨城県 常総市 12 1 〇 〇
茨城県 常陸太田市 5 1 〇 〇
茨城県 高萩市 4 0 〇 〇
茨城県 北茨城市 3 0 〇 〇
茨城県 笠間市 4 1 〇 〇
茨城県 取手市 6 1 〇 〇
茨城県 牛久市 2 0 〇 〇
茨城県 つくば市 7 3 〇 〇
茨城県 ひたちなか市 5 1 〇 〇
茨城県 鹿嶋市 8 0 〇 〇
茨城県 潮来市 15 4 〇 〇
茨城県 守谷市 4 0 〇 〇
茨城県 常陸大宮市 6 0 〇 〇
茨城県 那珂市 6 0 〇 〇
茨城県 筑西市 10 1 〇 〇 〇 今年度の中学校区防災訓練の訓練内容の１つに女性等への配

慮を掲げ実施した。
下記内訳
・女性専用の更衣室や母子用のスペースを設け、防犯ブザー
の設置。ブザーは女性用トイレにも設置。
・内閣府男女共同参画局より「性被害防止ポスター」を提供
してもらい、会場内３か所に掲載。

茨城県 坂東市 3 0 〇 〇
茨城県 稲敷市 2 0 〇 〇
茨城県 かすみがうら
市

2 0 〇 〇

茨城県 桜川市 7 2 〇 〇
茨城県 神栖市 16 1 〇 〇
茨城県 行方市 5 1 〇 〇
茨城県 鉾田市 6 0 〇 〇
茨城県 つくばみらい
市

10 0 〇 〇

茨城県 小美玉市 5 0 〇 〇
茨城県 茨城町 3 0 〇 〇
茨城県 大洗町 3 0 〇 〇
茨城県 城里町 3 0 〇 〇
茨城県 東海村 9 2 〇 〇
茨城県 大子町 6 1 〇 〇
茨城県 美浦村 3 0 〇 〇
茨城県 阿見町 10 1 〇 〇
茨城県 河内町 3 0 〇 〇
茨城県 八千代町 2 0 〇 〇
茨城県 五霞町 4 1 〇 〇
茨城県 境町 11 3 〇 〇
茨城県 利根町 6 1 〇 〇

地方公共団体名

本庁の行政職員のう
ち、防災・危機管理部
局に配置されている女
性職員の状況を教えて
ください。（令和７年
12月31日現在）

令和７年１月１日から
令和７年12月31日まで
の間に、本庁職員を対
象に、貴自治体の企
画・主催により「男女
共同参画の視点からの
防災」をテーマにした
研修・訓練を１回以上
実施しましたか？

職員に対し、「男女共同参画の視点からの防災」をテーマにした研修・訓練を実施するにあたり、どのような
取組を行いましたか？

Q2 Q3 Q4



Q10

Q９でその他を選択した場合には、回答をお願いします。

はい いいえ 防災会議委
員の総数
（人）

女性委員数
（人）

はい いいえ Q８で「い
いえ」と回
答（取組を
していな
い)

防災・危機
管理担当部
局と男女共
同参画部局
や男女共同
参画セン
ターと連携
して作成し
た。

男女共同参
画部局や男
女共同参画
センターの
役割を位置
づけた。

作成や修正
に関する委
員会等の意
思決定の場
に、庁内の
女性職員が
参画した。

住民参画に
よるワーク
ショップや
意見交換を
実施し、女
性の意見を
聞くための
工夫をし
た。

その他

茨城県 水戸市 〇 0 0 〇 〇 〇
茨城県 日立市 〇 46 1 〇 〇
茨城県 土浦市 〇 44 8 〇 〇 女性職員の意見等を反映している。
茨城県 古河市 〇 45 4 〇 〇
茨城県 石岡市 〇 30 5 〇 〇
茨城県 結城市 〇 29 4 〇 〇 地域防災計画の改定案について、女性の防災会議委員に意見照

会を行った。
茨城県 龍ケ崎市 〇 40 5 〇 〇
茨城県 下妻市 〇 37 5 〇 〇 〇
茨城県 常総市 〇 31 6 〇 〇
茨城県 常陸太田市 〇 20 1 〇 〇
茨城県 高萩市 〇 26 1 〇 〇 防災危機管理部局と男女共同参画部局との連携により、地域防

災計画を改定した。
茨城県 北茨城市 〇 30 5 〇 〇
茨城県 笠間市 〇 34 5 〇 〇 避難所運営マニュアルにて、避難所を運営する中で、女性の相

談員、女性の運営スタッフを確保するよう記載あり
茨城県 取手市 〇 43 2 〇 〇
茨城県 牛久市 〇 34 5 〇 〇
茨城県 つくば市 〇 37 8 〇 〇
茨城県 ひたちなか市 〇 30 3 〇 〇
茨城県 鹿嶋市 〇 31 3 〇 〇
茨城県 潮来市 〇 21 3 〇 〇
茨城県 守谷市 〇 31 5 〇 〇 地域防災計画の改訂を機に、国・県の計画を踏襲し、計画に取

り入れた。
茨城県 常陸大宮市 〇 22 2 〇 〇
茨城県 那珂市 〇 23 3 〇 〇
茨城県 筑西市 〇 29 8 〇 〇

茨城県 坂東市 〇 40 6 〇 〇 地域防災計画の改定の際に防災会議を開催し意見を聞く場を設
けている。

茨城県 稲敷市 〇 36 7 〇 〇
茨城県 かすみがうら
市

〇 28 4 〇 〇

茨城県 桜川市 〇 29 3 〇 〇
茨城県 神栖市 〇 39 1 〇 〇
茨城県 行方市 〇 20 1 〇 〇 〇
茨城県 鉾田市 〇 29 1 〇 〇
茨城県 つくばみらい
市

〇 33 6 〇 〇

茨城県 小美玉市 〇 31 2 〇 〇
茨城県 茨城町 〇 19 5 〇 〇
茨城県 大洗町 〇 34 0 〇 〇 同じ部署（防災業務以外を担当）の女性職員の意見を確認

町主催の防災訓練に町内在住の防災士（女性防災士も複数名）
に参加いただき、意見交換を実施

茨城県 城里町 〇 14 1 〇 〇
茨城県 東海村 〇 22 0 〇 〇
茨城県 大子町 〇 25 1 〇 〇
茨城県 美浦村 〇 25 4 〇 〇 避難所運営担当課等の女性視点での配慮を取り入れた。
茨城県 阿見町 〇 0 0 〇 〇
茨城県 河内町 〇 26 0 〇 〇
茨城県 八千代町 〇 32 1 〇 〇
茨城県 五霞町 〇 28 2 〇 〇
茨城県 境町 〇 31 2 〇 〇 〇
茨城県 利根町 〇 34 3 〇 〇

地方公共団体名

これまでに地域防災計画
や避難所運営に関するマ
ニュアル（手引き、ガイ
ドライン、ひな形を含
む）の作成・修正にあ
たって、男女共同参画の
視点を取り入れるための
取組をしていますか？
（令和７年12月31日時
点）

地域防災計画や避難所運営に関するマニュアル（手引き、ガイドライン、ひ
な形を含む）の作成・修正にあたり、男女共同参画の視点を取り入れるため
にどのような取組を行っていますか？

Q8 Q9Q6 Q7

地方防災会議を設置して
いますか。

地方防災会議の委員の人
数（委員長を含む）につ
いて教えてください。
（令和７年12月31日時
点）



Q13

Q12でその他を選択した場合には、回答をお願いします。

はい いいえ Q11で「い
いえ」と回
答（マニュ
アルを作成
していな
い）

記載なし
（マニュア
ルはある
が、記載し
ていない）

プライバ
シーの確保

情報の伝
達、コミュ
ニケーショ
ンの確保

妊産婦、乳
幼児を持つ
女性への支

援

避難所内で
の託児所の
設置

病人、障害
者、高齢者
などの世話
をしている
方への支援
（ケア者へ
の支援）

性暴力・DV
防止のため
の安全対策

避難所運営
への女性の
参画の推進

避難所を拠
点とした在
宅避難所・
車中泊者な
どへの支援

その他

茨城県 水戸市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 日立市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 土浦市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 古河市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 石岡市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 結城市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 龍ケ崎市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 下妻市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 常総市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 常陸太田市 〇 〇 〇
茨城県 高萩市 〇 〇 〇 〇 〇

茨城県 北茨城市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 笠間市 〇 〇 〇 〇 避難所を運営する中で、女性の相談員、女性の運営スタッフ

を確保
茨城県 取手市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 牛久市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 つくば市 〇 〇 〇 〇
茨城県 ひたちなか市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 鹿嶋市 〇 〇 〇
茨城県 潮来市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 守谷市 〇 〇
茨城県 常陸大宮市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 那珂市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 筑西市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 坂東市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 稲敷市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 かすみがうら市 〇 〇 〇
茨城県 桜川市 〇 〇 〇 〇
茨城県 神栖市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 行方市 〇 〇 〇 〇
茨城県 鉾田市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 つくばみらい市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 小美玉市 〇 〇
茨城県 茨城町 〇 〇
茨城県 大洗町 〇 〇 〇
茨城県 城里町 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 東海村 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 大子町 〇 〇 〇
茨城県 美浦村 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 阿見町 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 河内町 〇 〇 〇
茨城県 八千代町 〇 〇 〇
茨城県 五霞町 〇 〇
茨城県 境町 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 利根町 〇 〇 〇 〇

地方公共団体名

避難所運営に関するマ
ニュアル（手引き、ガイ
ドライン、ひな形を含
む）を作成しています
か？（令和７年12月31日
時点）

Q11

避難所運営に関するマニュアル（手引き、ガイドライン、ひな形を含む）に男女共同参画の視点を考慮して、次の項目が記載されています
か？

Q12



Q15

Q14でその他を選択した場合には、回答をお願いします。

Q11で「い
いえ」と回
答（マニュ
アルを作成
していな
い）

記載なし
（マニュア
ルはある
が、記載し
ていない）

更衣室 授乳室 おむつ替え
スペース
（大人用、
こども用）

トイレ（男
女別、多目
的）

間仕切り
（感染症予
防の観点の
みからの設
置は含まな
い）

男女別洗濯
物干し場

簡易調理施
設（調乳や
離乳食・介
護食の調理
等のため）

その他

茨城県 水戸市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 日立市 〇 〇
茨城県 土浦市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 古河市 〇 〇 〇
茨城県 石岡市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 結城市 〇 〇 〇 〇
茨城県 龍ケ崎市 〇 〇 〇
茨城県 下妻市 〇 〇 〇
茨城県 常総市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 常陸太田市 〇 〇 〇
茨城県 高萩市 〇 〇 〇 〇
茨城県 北茨城市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 笠間市 〇 〇 〇 〇 母子、乳幼児、妊婦への配慮した避難所の運営:更衣室や仮

設トイレの近くなどに避難スペースを確保。女性に配慮した
避難所の運営:安心して避難所生活が送れるような安全な環
境の確保。女性の相談員、女性運営スタッフの確保。女性の
ための更衣室が無い場合は、間仕切り等で確保。更衣室が確
保できない場合は、間仕切りで対応。

茨城県 取手市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 牛久市 〇 〇 〇
茨城県 つくば市 〇 〇 〇
茨城県 ひたちなか市 〇 〇 〇 〇
茨城県 鹿嶋市 〇 〇 〇
茨城県 潮来市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 守谷市 〇 〇 〇
茨城県 常陸大宮市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 那珂市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 筑西市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 坂東市 〇 〇 〇
茨城県 稲敷市 〇 〇 〇 〇
茨城県 かすみがうら市 〇 〇 〇
茨城県 桜川市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 神栖市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 行方市 〇 〇 〇 〇
茨城県 鉾田市 〇 〇 〇 〇
茨城県 つくばみらい市 〇 〇 〇
茨城県 小美玉市 〇 〇 〇
茨城県 茨城町 〇 〇 〇
茨城県 大洗町 〇 〇 〇 〇
茨城県 城里町 〇 〇 〇 〇
茨城県 東海村 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 大子町 〇 〇 〇 〇
茨城県 美浦村 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 阿見町 〇 〇
茨城県 河内町 〇 〇 〇 〇
茨城県 八千代町 〇 〇 〇 〇
茨城県 五霞町 〇
茨城県 境町 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 利根町 〇 〇 〇 〇 〇 〇 相談室（兼静養室）の設置

地方公共団体名

避難所運営に関するマニュアル（手引き、ガイドライン、ひな形を含む）に男女共同参画の視点を考慮して、下記の設備の設置
が記述されていますか？
設備の新設に限らず「男女共同参画の視点に立った対応」について記載がある場合もチェックしてください。

Q14



女性用品：
生理用ナプ
キン（普
通、長時間
向け等）

女性用品：
おりもの
シート

女性用品：
サニタリー
ショーツ

女性用品：
防犯ブザー/
ホイッスル

女性用品：
女性用下着
（各種サイ
ズ）

若者（女
性）：女児
用下着（発
達段階ごと
に適したサ
イズ、形態
のもの）

妊産婦：妊
産婦用下着

妊産婦：妊
産婦用衣類

妊産婦：母
乳パッド

女性・妊産
婦用品を備
蓄していな

い

乳幼児用
品：粉ミル
ク（アレル
ギー用含
む）

乳幼児用
品：液体ミ
ルク

乳幼児用
品：枕や
クッション
（授乳室ご
とに数個）

乳幼児用
品：授乳用
ケープ・バ
スタオル等
（ストール
でも可）

乳幼児用
品：乳幼児
用飲料・軟

水

乳幼児用
品：哺乳
瓶・人工乳
首・コップ
（授乳用に
使い捨て
コップ可）

乳幼児用
品：消毒
剤・洗剤・
洗浄用ブラ
シ等の器具

乳幼児用
品：湯沸か
し器具・煮
沸用鍋（食
用と別）

乳幼児用
品：離乳食
（アレル
ギー対応食
を含む）

乳幼児用
品：皿・ス
プーン（乳
幼児サイ
ズ）

乳幼児用
品：乳幼児
用紙おむつ
（各種サイ
ズ、女児
用、男児
用）

乳幼児用
品：おしり
ふき

乳幼児用品
を備蓄して
いない

茨城県 水戸市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 日立市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 土浦市 〇 〇 〇 〇
茨城県 古河市 〇 〇 〇 〇
茨城県 石岡市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 結城市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 龍ケ崎市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 下妻市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 常総市 〇 〇 〇 〇
茨城県 常陸太田市 〇 〇 〇 〇
茨城県 高萩市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 北茨城市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 笠間市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 取手市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 牛久市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 つくば市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 ひたちなか市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 鹿嶋市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 潮来市 〇 〇
茨城県 守谷市 〇 〇 〇 〇
茨城県 常陸大宮市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 那珂市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 筑西市 〇 〇 〇 〇

茨城県 坂東市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 稲敷市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 かすみがうら市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 桜川市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 神栖市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 行方市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 鉾田市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 つくばみらい市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 小美玉市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 茨城町 〇 〇
茨城県 大洗町 〇 〇 〇 〇
茨城県 城里町 〇 〇
茨城県 東海村 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 大子町 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 美浦村 〇 〇 〇
茨城県 阿見町 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 河内町 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 八千代町 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 五霞町 〇 〇 〇
茨城県 境町 〇 〇 〇
茨城県 利根町 〇 〇 〇 〇

地方公共団体名

現時点（令和７年12月31日時点）で貴市区町村が主として常備備蓄しているものについて、教えてください

Q16 Q17

現時点（令和７年12月31日時点）で貴市区町村が主として常備備蓄しているものについて、教えてください



介護用品：
大人用紙お
むつ（各種
サイズ、女
性用、男性
用）

介護用品：
尿取りパッ
ド（女性
用、男性
用）

介護用品：
おしりふき

介護用品：
介護食（お
かゆ、とろ
み食、とろ
み剤）

介護用品：
簡易トイ
レ・据置式
洋式トイレ

介護用品：
防犯ブザー
/ナース
コール

介護用品：
義歯洗浄剤

外国人（女
性）：ス
トール

外国人（女
性）：宗教
上の理由に
関わらず食
べられる食
べ物

共通：中身
の見えない
ゴミ袋（生
理用品、お
むつ用等）

共通：ス
プーン・
フォーク
（外国人、
介護用等）

共通：プラ
イバシーが
十分に保護
される間仕
切り・パー
ティション

共通：足腰
が悪い人の
ための寝具
（段ボール
ベッド等）

介護、外国
人（女性）
用品等を備
蓄していな

い

はい いいえ 計画を策定
していない

茨城県 水戸市 〇 〇 〇 〇
茨城県 日立市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 土浦市 〇 〇 〇 〇
茨城県 古河市 〇 〇 〇 〇
茨城県 石岡市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 結城市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 龍ケ崎市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 下妻市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 常総市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 常陸太田市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 高萩市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 北茨城市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 笠間市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 取手市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 牛久市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 つくば市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 ひたちなか市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 鹿嶋市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 潮来市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 守谷市 〇 〇 〇
茨城県 常陸大宮市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 那珂市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 筑西市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

茨城県 坂東市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 稲敷市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 かすみがうら
市

〇 〇

茨城県 桜川市 〇 〇 〇
茨城県 神栖市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 行方市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 鉾田市 〇 〇 〇 〇
茨城県 つくばみらい
市

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

茨城県 小美玉市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 茨城町 〇 〇 〇 〇
茨城県 大洗町 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 城里町 〇 〇
茨城県 東海村 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 大子町 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 美浦村 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 阿見町 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 河内町 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 八千代町 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 五霞町 〇 〇
茨城県 境町 〇 〇 〇 〇
茨城県 利根町 〇 〇 〇 〇 〇

地方公共団体名

現時点（令和７年12月31日時点）で貴市区町村が主として常備備蓄しているものについて、教えてください

Q18

Q16～18の備蓄品について、期限管理
や定期的な在庫確認（棚卸し）につ
いて備蓄計画等で決めていますか？
（令和７年12月31日時点）

Q19



Q22

Q21でその他を選択した場合には、回答をお願いします。

はい いいえ Q20で「い
いえ」と回
答（取組を
していな
い）

女性を対象
とした防災
リーダー養
成講座を実
施した。

男女共同参
画の視点か
らの防災を
テーマに
し、住民向
けの防災講
座やセミ
ナーを実施
した。

女性を中心
とした防災
訓練を実施
した。もし
くは、防災
訓練に女性
の参加者を
増やすため
の工夫を
行った。

「女性は炊
き出し訓練
を行う」な
ど、性別で
役割を決め
つけない防
災訓練の実
施を促し
た。

その他

茨城県 水戸市 〇 〇 〇
茨城県 日立市 〇 〇 〇 〇 令和４年度から、地域における防災リーダー育成のため、日

立市主催による「防災士養成講座」を実施しており、各自主
防災組織に対して、可能な範囲での女性受講者の選定を依頼
した実績がある。

茨城県 土浦市 〇 〇
茨城県 古河市 〇 〇
茨城県 石岡市 〇 〇
茨城県 結城市 〇 〇
茨城県 龍ケ崎市 〇 〇
茨城県 下妻市 〇 〇
茨城県 常総市 〇 〇
茨城県 常陸太田市 〇 〇
茨城県 高萩市 〇 〇

茨城県 北茨城市 〇 〇
茨城県 笠間市 〇 〇 〇 地域の防災講座にて、男性だけでなく、女性の目線も取り入

れるよう講話を行った。
茨城県 取手市 〇 〇 地域の自主防災会に対し、女性による防災士資格の積極的な

取得について案内を行った。
茨城県 牛久市 〇 〇 〇 被災体験を持つ女性の講師を招いて防災講演会を実施する予

定
茨城県 つくば市 〇 〇
茨城県 ひたちなか市 〇 〇
茨城県 鹿嶋市 〇 〇
茨城県 潮来市 〇 〇 各組織に女性登用を推進し、参画を図っている。
茨城県 守谷市 〇 〇
茨城県 常陸大宮市 〇 〇
茨城県 那珂市 〇 〇
茨城県 筑西市 〇 〇 今年度の中学校区防災訓練の訓練内容の１つに女性等への配

慮を掲げ実施した。
下記内訳
・女性専用の更衣室や母子用のスペースを設け、防犯ブザー
の設置。ブザーは女性用トイレにも設置。
・内閣府男女共同参画局より「性被害防止ポスター」を提供
してもらい、会場内３か所に掲載。

茨城県 坂東市 〇 〇
茨城県 稲敷市 〇 〇 〇
茨城県 かすみがうら市 〇 〇
茨城県 桜川市 〇 〇 女性団体に防災訓練への参加を依頼し、訓練内容の一部につ

いてご協力をいただいた。
茨城県 神栖市 〇 〇
茨城県 行方市 〇 〇
茨城県 鉾田市 〇 〇
茨城県 つくばみらい市 〇 〇
茨城県 小美玉市 〇 〇
茨城県 茨城町 〇 〇
茨城県 大洗町 〇 〇 〇
茨城県 城里町 〇 〇
茨城県 東海村 〇 〇
茨城県 大子町 〇 〇
茨城県 美浦村 〇 〇
茨城県 阿見町 〇 〇
茨城県 河内町 〇 〇
茨城県 八千代町 〇 〇
茨城県 五霞町 〇 〇
茨城県 境町 〇 〇
茨城県 利根町 〇 〇

地方公共団体名

これまで地域の防災活
動に女性が参画するた
めの取組をしています
か？（令和７年12月31
日時点）

地域の防災活動に女性が参画するためにどのような取組を行っています
か？

Q20 Q21



Q27

Q26でその他を選択した場合には、回答をお願いします。

はい いいえ 本部員の総
数（人）

うち女性人
数（人）

はい いいえ Q25で「い
いえ」と回
答（避難所
が開設され
ていない）

「避難所
チェック
シート」を
活用し、避
難所の設
置・運営を
行った。

避難所の運
営にあたる
職員に「避
難所チェッ
クシート」
の活用を周
知した。

プライバ
シーの確保
を行った。

男女別のト
イレ・物干
し場・更衣
室・休憩ス
ペース・入
浴施設、及
び授乳室の
設置につい
て指導・依
頼を行っ
た。

要配慮者へ
の配慮を
行った。

女性の視点
を踏まえた
トイレ・入
浴施設の設
置を行っ
た。

性暴力・DV
防止のため
の安全対策
の取組を
行った。

避難所の運
営体制に女
性が参画す
るよう推進
した。

女性、男
性、育児・
介護を行う
世帯等の多
様なニーズ
の把握を
行った。

その他 取組をして
いない。ま
たは、避難
所を開設し
たが短期間
のみの開設
または避難
者がいない
（もしくは
少人数）た
め取組をし
ていない。

茨城県 水戸市 〇 15 2 〇 〇
茨城県 日立市 〇 18 0 〇 〇
茨城県 土浦市 〇 11 1 〇 〇
茨城県 古河市 〇 11 1 〇 〇
茨城県 石岡市 〇 19 2 〇 〇
茨城県 結城市 〇 16 2 〇 〇
茨城県 龍ケ崎市 〇 12 1 〇 〇
茨城県 下妻市 〇 14 0 〇 〇
茨城県 常総市 〇 13 2 〇 〇
茨城県 常陸太田市 〇 17 3 〇 〇
茨城県 高萩市 〇 10 0 〇 〇
茨城県 北茨城市 〇 13 2 〇 〇
茨城県 笠間市 〇 19 0 〇 〇
茨城県 取手市 〇 15 1 〇 〇
茨城県 牛久市 〇 12 3 〇 〇
茨城県 つくば市 〇 0 0 〇 〇
茨城県 ひたちなか市 〇 17 1 〇 〇
茨城県 鹿嶋市 〇 31 3 〇 〇
茨城県 潮来市 〇 9 2 〇 〇
茨城県 守谷市 〇 14 1 〇 〇
茨城県 常陸大宮市 〇 13 1 〇 〇
茨城県 那珂市 〇 13 1 〇 〇
茨城県 筑西市 〇 18 3 〇 〇

茨城県 坂東市 〇 14 1 〇 〇
茨城県 稲敷市 〇 13 2 〇 〇
茨城県 かすみがうら市 〇 0 0 〇 〇
茨城県 桜川市 〇 14 2 〇 〇
茨城県 神栖市 〇 20 1 〇 〇
茨城県 行方市 〇 13 0 〇 〇
茨城県 鉾田市 〇 18 0 〇 〇
茨城県 つくばみらい市 〇 12 1 〇 〇
茨城県 小美玉市 〇 15 0 〇 〇
茨城県 茨城町 〇 11 3 〇 〇
茨城県 大洗町 〇 18 0 〇 〇
茨城県 城里町 〇 21 2 〇 〇
茨城県 東海村 〇 12 0 〇 〇
茨城県 大子町 〇 25 3 〇 〇
茨城県 美浦村 〇 6 0 〇 〇
茨城県 阿見町 〇 11 1 〇 〇
茨城県 河内町 〇 15 1 〇 〇
茨城県 八千代町 〇 12 1 〇 〇
茨城県 五霞町 〇 11 2 〇 〇
茨城県 境町 〇 25 2 〇 〇
茨城県 利根町 〇 24 1 〇 〇

避難所の開設・運営にあたり、男女共同参画の視点からの取組を行いましたか？

Q26

地方公共団体名

地域防災計画（災害対
策本部に関する条例
等、同計画の付属資料
も含む）に災害対策本
部の本部員を記載して
いますか。（令和７年
12月31日時点）

地域防災計画（災害対
策本部に関する条例
等、同計画の付属資料
も含む）で計画してい
る災害対策本部の本部
員の総数（本部長を含
む）と、そのうちの女
性職員数を教えてくだ
さい。(令和７年12月31
日時点）

Q25

令和７年１月１日から
令和７年12月31日まで
の間に、避難所が２週
間以上開設されました
か？（福祉避難所や地
方公共団体が開設した
指定避難所以外の避難
所を含む）

Q23 Q24


